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規則の一部を改正する規則をここに公

布する。
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野田市規則第２９号

野田市子ども医療費の助成に関する規則の一部を改正する規則

野田市子ども医療費の助成に関する規則（平成１５年野田市規則第１号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「全部」の次に「又は一部」を加える。

第２条第１号中「１５歳」を「１８歳」に改める。

第５条第１項を次のように改める。

第５条 医療費として助成する額は、次の各号に掲げる医療の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。

(1) １５歳に達する日以後の最初に到来する３月３１日までの間にある子ど

もが受ける医療 一部負担金又は自己負担金に相当する額

(2) 前号に規定する子ども以外の子どもが受ける医療 一部負担金又は自己

負担金に相当する額から別表に定める区分に応じた子ども医療費の自己負

担金を控除した額

第６条第１項中「添付」の次に「（第２号に掲げるものにあっては添付又は

提示）」を加え、同条第２項中「同項」を「同項第１号」に改める。

第８条本文中「１５歳」を「１８歳」に改め、同条ただし書中「ただし、」

の次に「当該期間内に子どもが１５歳に達する日以後の最初に到来する３月３

１日がある場合であって別表に定める区分の１に該当するとき及び」を加え、

同条に次の１項を加える。

２ 市長は、毎年７月１日時点の子どもの属する世帯の市町村民税額を確認し、

別表に定める区分を認定するものとする。

第９条第３項中「助成認定保護者は」の次に「、受給券を提示の上」を加え、

「受給券及び」を削る。

第１１条第２項に後段として次のように加える。

この場合において、別表に定める区分に変更が生じたときは、当該区分の

変更は、当該変更が生じた日の属する月の翌月の初日から適用する。

第１２条を次のように改める。



（助成金の返還）

第１２条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２１条第２項

の規定による調査等により助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに

該当することが判明したときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付

した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この規則に違反したとき。

附則の次に次の別表を加える。



別表（第５条第１項第２号、第８条、第１１条第２項）

注

１ 同日に入院又は通院が重複する場合は、それぞれを１日又は１回

として、子ども医療費の自己負担金を算定する。

２ 区分の１に該当する場合であって、同一の月における同一の医療

機関への入院の日数が１０日を超えるときの当該超える日数に係る

子ども医療費の自己負担金は、０円とする。

３ 区分の１に該当する場合であって、同一の月における同一の医療

機関への通院の回数が５回を超えるときの当該超える回数に係る子

ども医療費の自己負担金は、０円とする。

区分 定義 子ども医療費の自己負担金

入院１日及び通

院１回

保険調剤

１ 市町村民税所得割課税世帯 ５００円 ０円

２ 上記以外の世帯 ０円 ０円



附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和６年８月１日から施行する。

（準備行為）

２ この規則による改正後の野田市子ども医療費の助成に関する規則（以下「

新規則」という。）第６条第１項の規定による申請、第７条第１項の規定に

よる通知、同条第２項の規定による受給券の交付及び第８条第１項の規定に

よる受給券の有効期間の更新に関し必要な手続その他の行為は、この規則の

施行前においても、新規則第６条第１項、第７条第１項及び第２項並びに第

８条第１項の規定の例により行うことができる。

（経過措置）

３ 新規則第５条第１項及び別表の規定は、この規則の施行の日以後に受ける

医療に係る助成について適用し、同日前に受けた医療に係る助成については、

なお従前の例による。

（令和６年度における特例措置）

４ 令和７年３月３１日までに受理した新規則第６条第１項の申請書に係る助

成認定保護者（当該認定に係る子どもが１５歳に達する日以後の最初の３月

３１日までの間にある者である場合を除く。）に対する新規則第３条の２の

規定の適用については、同条中「第６条第１項の申請書を受理した日（子ど

もが出生し、又は本市に転入したことにより助成対象者に該当することとな

った者が当該出生又は転入の日から起算して１月（市長が特に必要があると

認める場合にあっては、別に定める期間）を経過する日までの間に同項の申

請書を提出した場合にあっては、当該子どもが出生し、又は本市に転入した

日）」とあるのは、「令和６年８月１日（子どもが本市に転入したことによ

り助成対象者に該当することとなった者にあっては、当該子どもが本市に転

入した日）」と読み替えるものとする。


